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午前９時００分開議

○議長（安部 重助君） 皆さん、おはようございます。

ただいまの出席議員数は１２名であります。定足数に達しておりますので、第５６回

神河町議会定例会の第２日目の会議を開きます。

直ちに本日の会議を開きます。

日程に入る前に、藤森議員より午前中欠席届が出ておりますので、御了承願います。
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本日の議事日程は、お手元に配付のとおりです。

⋞ ⋞

日程第１ 第２６号議案から第３８号議案

○議長（安部 重助君） 日程第１、第２６号議案から第３８号議案、平成２６年度各会

計予算を一括議題といたします。

第２６号議案、平成２６年度一般会計予算について、昨日、町長から所信表明並びに

提案説明を受けましたので、ここで詳細説明を求めます。

総務課財政特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（太田 俊幸君） おはようございます。総務課、太田でご

ざいます。それでは、平成２６年度神河町一般会計予算につきまして、詳細説明をいた

します。

１ページをお願いします。第４条に一時借入金の最高額を規定しておりますが、１５

億円と定めております。これにつきましては、昨年度２０億円としておりましたが、資

金繰りが安定していますので、減額しています。

続きまして、８ページをお願いします。第２表、債務負担行為でございます。町勢要

覧作成事業ほか２事業について、２年間にわたる契約をしますので、それぞれ債務負担

行為の限度額を記載しております。

次に、９ページ、第３表、地方債でございます。臨時財政対策債３億８，１５０万円

は、国の地方交付税の財源不足分を、地方に起債を発行させ、元利償還額を後年度の交

付税算入とするものでございます。まちづくり基金積立事業５億１，２９０万円は合併

特例債を充てた基金で、広域基幹林道開設事業２，２９０万円は千ケ峰⋞三国岳線に係

るもの、林道整備事業９５０万円は林道水谷線舗装工事でございます。道路整備事業４，

４５０万円は、町道神崎⋞市川線支線と町道種林線、町道勝山線でございます。地域優

良賃貸住宅整備事業１億３，９８０万円は、公営住宅建設に係るものでございます。消

防施設整備事業３，０６０万円は、消防ポンプ自動車、軽四積載車、防火貯水槽３基で、

消防救急デジタル無線整備負担金事業２５０万円と消防車両整備負担金事業２，６７０

万円は、姫路市消防への負担金分でございます。小学校施設整備事業は寺前小学校大規

模改造と寺前⋞長谷小学校体育館天井耐震工事の２億１，７４０万円で、中学校施設整

備事業１，８３０万円は神河中学校体育館天井耐震工事、幼稚園施設整備事業２，５９

０万円は越知谷幼稚園建設事業でございます。起債の限度額合計は１４億３，３５０万

円と定めております。

以下、事項別明細書によって説明させていただきます。１３ページをお願いします。

町税、個人町民税でございますが、４億５，８１５万５，０００円、前年度との比較は

５４２万７，０００円の減額でございまして、均等割で復興特別税が１人当たり５００

円の加算になりましたが、納税義務者、課税標準額とも減っております。法人町民税で

すが、６，８５４万５，０００円で、前年度比較９９万３，０００円の増額ですが、事
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業所数は１９３から１９２に減っています。

固定資産税で１３億５，３６７万８，０００円、前年度比較３，０４３万３，０００

円の減額で、関西電力大河内発電所の償却資産の減額等によるものでございます。今年

度の大河内発電所分は６億２，２７４万５，０００円でございます。

軽自動車税は３，２７５万９，０００円で、前年比較３９万４，０００円の微増でご

ざいます。

町たばこ税でございますが、６，７８８万１，０００円で、前年比較２３８万１，０

００円の減額でございます。

地方譲与税から交付金につきましては、平成２５年度実績見込みと地方財政計画を勘

案して計上しております。

１５ページ、自動車取得税交付金は、消費税の引き上げ時期に段階的に廃止する方針

となっています。

１０款地方交付税でございます。２９億６，５９０万円で、前年比較３，２９０万円

の増額としています。基準収入額と需要額を推計して算出しました。前年度当初との比

較は高くなっていますが、平成２４年度交付税実績見込みより４，４００万円低い額と

なっています。

１２款分担金及び負担金でございます。総務費分担金では、ケーブルテレビ加入金で、

しんこうタウン３期分譲申し込み等の加入を見込んでおります。農林業費分担金で町単

独林道補修事業によるもので５０万円、土木費分担金で町道改良２件の１００万円でご

ざいます。

総務費負担金で、被災地復旧復興中長期職員派遣人件費負担金は、職員１名を宮城県

に派遣していましたが、帰任旅費の受け入れで１８万４，０００円でございます。児童

福祉費負担金は、保育所保育料で４，１７０万６，０００円、１６ページ、衛生費負担

金の消火栓移設工事受益者負担金は、１０分の３負担の２カ所分、１８万円でございま

す。

１３款使用料手数料で、総務使用料につきましては、ケーブルテレビ利用料は、前年

度比較３１９万円の減額の１億３，１７８万１，０００円を見込んでいます。インター

ネット使用料が減っています。４目教育使用料の地域交流センター使用料で、山村留学

生は、１２名を見込んでおります。

１７ページ、総務手数料は、総務管理手数料、徴税手数料、戸籍住民基本台帳手数料

で６０５万円。衛生手数料は、し尿くみ取り手数料や犬の登録手数料等で１８０万１，

０００円。土木手数料は、屋外広告物許可手数料と建築確認調査手数料で１２万７，０

００円でございます。

１８ページ、民生費国庫負担金で、保育所運営負担金は、神崎保育園と寺前保育所と

町外保育所、合わせて５，８６４万８，０００円でございます。保険基盤安定負担金に

つきましては、国保の保険基盤安定に係るもので、３０１万２，０００円、心身障害者
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福祉費負担金の障害者自立支援給付費負担金は、２分の１補助の１億２４７万５，００

０円でございます。衛生費国庫負担金の未熟児養育医療給付事業負担金は、県から事務

移譲された養育医療給付分で、２０万円でございます。

民生費国庫補助金は４，９４９万４，０００円で、臨時福祉給付金給付事業補助金と

子育て世帯臨時特例給付金給付事業補助金は、消費税引き上げに対処する給付金と、そ

の事務費でございます。衛生費国庫補助金は９０万５，０００円で、感染症予防事業等

国庫補助金は女性特有のがん検診等に充てるものでございます。循環型社会形成推進交

付金は合併浄化槽の補助金でございます。土木費国庫補助金で、道整備交付金は町道神

崎⋞市川線支線の５０％の補助で２，０００万円、社会資本整備交付金の道整備は橋梁

長寿命化計画策定によるもので５５％の補助、社会資本整備交付金事業の安全ストック

形成は一般家庭の耐震診断の補助金で、定住促進は若者世帯向け家賃補助で５０％補助、

地域優良賃貸住宅は公営住宅建設の５０％の補助金でございます。１９ページをお願い

します。消防費国庫補助金で、消防防災施設整備補助金は８０７万９，０００円、耐震

貯水槽３カ所分の補助金でございます。

県支出金で、総務費県負担金は、県から移譲を受けている多くの事務の交付金で、３

５０万２，０００円。保育所運営費負担金、保険基盤安定負担金（保険者支援分）、心

身障害者福祉費負担金につきましては、国庫の２分の１補助に対し、４分の１補助でご

ざいます。軽減保険料負担金は、後期高齢者医療の保険基盤安定分でございます。２０

ページ、児童手当交付金は、国庫負担金の分類と同じくした県の負担分でございます。

衛生費県負担金の未熟児医療給付事業負担金につきましても、国庫に付随した養育料の

負担金でございます。

総務費県補助金で、バス対策費補助金は、粟賀から生野までの赤字部分の補助につい

て県が３分の２を補助するもので、コミュニティバス運営補助金は、運行委託料の１０

分の１か欠損額の低い額の補助でございます。電源立地地域対策交付金事業補助金は、

川上区の片角線石積み改修工事に係るものであります。ふるさとづくり推進補助金は、

地域の夢推進事業にかわる２分の１の県補助金でございます。

民生費県補助金で、臨時特別対策事業補助金は心身障害者のグループホーム入所に係

る補助金で１８０万円、償還推進助成事業補助金は住宅資金貸付業務に係る補助金で１

１万５，０００円でございます。老人福祉費補助金は、老人クラブへの補助金と利用者

負担を軽減する社会福祉協議会への事業への補助金でございます。医療助成費補助金は

福祉医療の補助金とその事務への補助金で、児童福祉費補助金の保育対策推進事業補助

金は延長保育事業の補助で、子育て支援交付金は子育て中の親子の交流や相談する拠点

事業の交付金でございます。

衛生費県補助金の健康増進事業補助金は、健康教育や健康相談等の補助金でございま

す。

農林業費補助金で、金額が大きなところでは、中山間地域等直接支払交付金が１，０
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８０万９，０００円、地籍調査調査事業補助金、国が２分の１、県が４分の１で２，７

１５万円、シカ捕獲専任班支援事業県補助金が２７０万円、野生動物防護柵等の鳥獣被

害防止総合対策事業補助金が３９１万円、戸別所得補償事務費の経営所得安定対策直接

支払い推進事業補助金が４００万円でございます。２２ページ、林業費では、県民緑税

活用の緊急防災林整備事業補助金１，８３８万５，０００円、針葉樹林と広葉樹林の混

交林整備事業負担金は１，３４５万３，０００円、水谷線の林道改良事業補助金９８４

万３，０００円。

商工費では、峰山新宿泊施設起債償還補助金４，７７１万４，０００円、ふるさとづ

くり推進事業補助金１００万円は福本藩陣屋跡庭園景観改修補助で、起業支援型雇用創

造事業補助金と地域人づくり事業補助金は雇用対策の補助金でございます。

社会教育費補助金のふるさとづくり推進事業補助金は、播磨国風土記関連の看板設置

等の補助でございます。

２３ページ、６目教育費県委託金の水辺の自然環境学習事業委託金は、山村留学に係

る委託金でございます。

財産収入、２目財産貸付収入、その他町有地貸付収入の主なものは、伯鳳会への老人

保健施設用地の貸付金でございます。

２４ページ、寄附金のグリーンエコー笠形グラウンドゴルフ場寄附金は、株式会社グ

リーンエコー笠形から指定寄附を受けるものでございます。

２５ページ、３目環境保全基金繰入金は、廃棄物減量化普及事業に充当するものでご

ざいます。

１９款繰越金は、昨年度と同額２，０００万円を計上しました。

２６ページ、雑入の４節環境対策育林事業受入金は、１６年生から４５年生の人工林

の間伐を個人負担なしとする兵庫みどり公社から受けるものでございます。

２９ページ、雑入の雑入で下から３行目、サル出没対策事業補助金とシカ捕獲専任班

支援事業補助金は、国の補助金を県が基金をつくっての補助金でございます。

町債につきましては、第３表で説明したとおりでございます。

３０ページ、歳出でございます。歳出の事業ごとの説明や財源の内訳は、説明資料１

６ページ以降に掲載しております。

議会費は、議員１２名、職員３名分の人件費等でございます。

３１ページ、総務費、一般管理費をお願いします。給料は、特別職２名、一般職２０

名の人件費と、一般管理事務経費を計上しております。３２ページ、８節行政事務協力

謝金には、しんこうタウン区がふえています。３３ページ、委託料の法改正システム改

修委託料３５０万円はマイナンバー制度のシステム改修で、システム改修委託料１５２

万３，０００円は人事給与システム改修委託料でございます。町勢要覧作成委託料は、

来年度町制１０周年にあわせ、２年間で町勢要覧を作成するものであります。１８節備

品購入費で主なものは、ウィンドウズＸＰのサポート終了に伴うパソコンの購入で、１
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９節負担金補助及び交付金の最後の環境美化支援金は、区で行われる草刈り等の美化活

動を支援するもので、用途を問わずに地域を支援するものであります。

３４ページ、３目会計管理費は、職員４名分の人件費と事務費を計上しております。

３５ページ、財産管理費、委託料の下から３行目の窓口業務委託料は、センター長谷

の窓口業務委託でございます。３６ページ、１５節工事請負費のふるさと広場舗装整備

工事請負費は、ドクターヘリに対応するため砂利部分を舗装いたします。２５節積立金

のまちづくり基金積立金は、合併特例債を借りて基金を積み立てる事業ですが、元利償

還金の７０％が交付税算入となります。

５目交通対策費の１３節委託料のコミュニティバス運行委託料は、８，２６０万６，

０００円でございます。３７ページ、一番上の工事請負費は、カーブミラー、ガードレ

ール、橋梁の重量制限看板設置でございます。

企画費で、職員５名分の人件費等で、３８ページ、負担金補助及び交付金のコミュニ

ティ助成事業助成金は、長谷地区のイベント備品購入費２５０万円と銀の馬車道備品購

入費２５０万円で、かみかわブランド開発支援事業補助金は新規事業で１０団体への支

援を予定しております。

ＣＡＴＶ管理運営費、職員５名分の人件費等で、３９ページの１３節ＣＡＴＶハイビ

ジョン化整備委託料ですが、画像がほかのチャンネルと比べ粗いため、ハイビジョン化

するための委託料でございます。

４１ページ、税務総務費は、職員７名分の人件費等で、４２ページ、１３節委託料の

徴収指導⋞相談業務委託料は、以前指導をいただいていた県職員の方が退職されました

が、来庁及び電話での指導を受けるものであります。

戸籍住民基本台帳費は職員１名分の人件費等で、４３ページ、選挙管理委員会費につ

きましても職員１名分の人件費等でございます。

町議会議員選挙費は、４月１５日告示で２０日に執行されますが、その事務費でござ

います。

４４ページ、県議会議員選挙は、２７年度に執行されますが、２６年度中の準備に係

る費用でございます。

４６ページ、４７ページには、各種統計調査の事務費を計上しております。

４８ページ、民生費、社会福祉総務費、職員２名分の人件費等で、４９ページ、１３

節委託料、システム導入委託料は、臨時福祉給付金事業の電算システム委託料でござい

ます。１９節、一番下の臨時福祉給付金給付事業補助金は、消費税引き上げに対応して

市町村民税均等割が課税されない方に１万円を給付、老齢基礎年金受給者等は５，００

０円が加算されます。

老人福祉費では、５０ページ、１９節、受信センター装置保守委託負担金は、緊急通

報装置設置事業の姫路市消防への負担金でございます。

心身障害者福祉費の５１ページ、１３節委託料の障害福祉計画策定委託料ですが、平
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成２７年度から３カ年のサービス目標数値の計画で、相談支援委託料は中播福祉会への

委託料でございます。

医療助成費で、５３ページ、２行目のシステム改修委託料は兵庫県の制度改正による

委託料で、国民年金事務費は職員１名分の人件費等でございます。

５４ページ、児童福祉総務費の１節、子ども⋞子育て会議委員報酬は、子ども⋞子育

て支援法に基づく会議の委員報酬で、今年度は事業計画書を作成します。８節報償費の

相談員謝礼は、縁結び事業の相談員謝礼でございます。５５ページ、子育て世帯臨時特

例給付金の給付事業補助金は、消費税対応の補助金で、平成２６年１月の児童手当の対

象となる児童が基本で、１万円補助されます。

５６ページ、保健衛生総務費は、職員８名分の人件費等で、５７ページの２４節、公

立神崎総合病院事業会計出資金は、新公営企業会計処理の都合上、資本的収支に係る繰

出金を出資金としました。補助金と合わせて繰出金は３億６，０００万円でございます。

５８ページ、母子衛生費の２０節、養育医療給付費ですが、未熟児の医療費で、県か

ら移譲を受けたものでございます。

５９ページ、環境衛生費では、職員６名分の人件費等で、６１ページ、１９節、生ご

み減量化モデル地区補助金は、モデル地区を設定してコンポストを使って生ごみ減量化

に取り組んでいただく事業でございます。

５款１目の農業委員会費では、農業委員２２名の報酬、職員１名分の人件費等でござ

いまして、６２ページ、農業総務費は、職員５名分の人件費等でございます。１４節の

水土里システムは、農地情報システムでございます。

６３ページ、農業振興費、１３節委託料のシカ捕獲専任班支援事業委託料は、猟期以

外の期間に鹿を捕獲するもので、８６０万円。カドミ対策の植物浄化技術導入⋞普及推

進委託料２７０万５，０００円でございます。６４ページ、１９節、中ほどの活動支援

事業費負担金は、農地⋞水保全管理支払交付金にかわり農地維持支払いを、新設の補助

金でございまして１，２３８万５，０００円でございます。下から３つ目の神河町農林

業後継者育成支援事業補助金は、大型特殊免許取得やチェーンソー取り扱い講習会への

補助金で、その下のシカ肉加工流通支援事業補助金は、猟友会が加工施設へ搬送する経

費の補助金でございます。

６５ページ、農地費の１９節負担金補助及び交付金の町単独土地改良事業補助金は、

集落から要望のあった１７カ所への補助金で、５目農業施設管理費の工事請負費は、神

崎フードの屋根を広げるための工事でございます。

地籍調査費では、職員１１名の人件費等で、測量等の委託料は３，１４１万円、調査

は山林部調査を新田⋞作畑地区で継続実施、再調査は長谷地区の継続調査と、川上⋞栗

⋞渕地区の現地調査を実施します。再調査の現地調査は平成２６年度で終わります。

６７ページ、林業総務費では職員１名分の人件費等で、６８ページ、林業振興費の１

５節工事請負費の林道改良工事請負費は林道水谷線で、１９節、環境対策育林事業補助
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金は２，１５１万４，０００円、緊急防災林整備事業負担金１，７８５万円、針葉樹林

と広葉樹林の混交林整備事業負担金は１，３０５万円、経営計画書の提出の必要がない

町単独森林事業補助金は６０４万円でございます。

６９ページ、商工費で、職員３名分の人件費等で、１９節の商業振興事業補助金は、

ハートフル商品券の補助２００万円と、商業活性化イベント支援補助で１００万円でご

ざいます。

観光振興費で、職員３名分の人件費等で、７１ページ、委託料の観光施設保全活用整

備計画策定業務委託料６５０万円は、多くの観光施設が老朽化によって維持修繕費や備

品の更新等費用がかさんでいるため、長期の管理費用を調査し、施設のあり方を支援す

るための計画書でございます。１５節工事請負費でグリーンエコー笠形グラウンドゴル

フ場整備工事請負費は、スポーツ振興くじtotoの補助を受けて整備する予定でございま

すが、補助が受けられない場合は取りやめとします。なお、補助対象外部分については、

株式会社グリーンエコー笠形から寄附されます。

７３ページ、大河内高原整備費の１５節工事請負費で、砥峰中央駐車場の舗装工事を

県が行いますが、アスファルト部分について町が行います。

土木総務費は、職員９名分の人件費等で、７５ページ、道路橋梁維持費の道路橋梁補

修工事請負費５，１８５万円は、各集落から要望のあった道路の補修２１カ所等で、電

源立地地域対策事業工事請負費は、これも要望のあった川上区の片角線の工事でござい

ます。

道路橋梁新設改良費の橋梁長寿命化修繕計画策定業務委託料ですが、平成２５年度ま

でに１５メートル以上の橋梁について行いましたが、今年度は２メートルから１５メー

トル未満の１９９橋について行います。工事請負費は、神崎⋞市川線支線と作畑区の町

道勝山線、岩屋区の町道種林線と、集落から要望のあった３カ所等でございます。

河川費の工事請負費は、集落から要望のあった２カ所の河川改修工事でございます。

住宅管理費、７７ページ、一番上の１９節負担金補助及び交付金は、若者世帯向け家

賃補助で４５４万３，０００円。

住宅建設費の工事請負費は、地域優良賃貸住宅整備工事請負費２億３，９７６万円で、

新野に建設予定でございます。

消防費、常備消防費の負担金で消防車両更新負担金は、姫路市消防のはしご車とポン

プ自動車購入負担金で、３，２１９万５，０００円でございます。

７９ページ、消防施設費、工事請負費では、福本分団の消防車庫等の建設工事、野村

分団の車庫等修繕、防火水槽設置工事で、越知２基、宮野１基、備品購入費は猪篠分団

のポンプ自動車と貝野分団の軽四積載車を購入します。

８０ページ、教育費、２目事務局費では、教育長と職員５名分の人件費等で、８２ペ

ージ、小学校管理費では、職員２名分の人件費等でございます。８４ページの１５節工

事請負費の非構造物耐震工事請負費は、平成２４年度繰り越しの寺前小学校と長谷小学
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校体育館の天井の耐震補強工事ですが、資材や人夫不足から入札が再三不調となり、２

５年度にできなかったため、２６年度に再度予算化しております。

８５ページ、３目、寺前小学校大規模改造工事請負費は、建設３０年を超えています

ので、平成２７年度と２カ年で実施します。

８５ページ、中学校管理費は、職員１名分の人件費等で、８７ページ、工事請負費に

つきましても、小学校体育館と同じく中学校体育館の天井の耐震補強工事でございます。

８８ページ、幼稚園費は、職員１３名分の人件費等でございまして、９０ページ、工

事請負費は、越知谷幼稚園の建設工事で、小学校体育館耐震補強工事と同じく入札が不

調に終わり、再度予算化しております。

社会教育総務費は、職員２名分の人件費等で、９２ページ、１３節の文化財説明案内

設置委託料７００万円は、県のふるさとづくり推進事業の補助を受けて、播磨国風土記

関連施設に設置します。

９３ページ、公民館費は、職員３名分の人件費等でございます。

９５ページ、社会教育施設運営費では、職員１名分の人件費等でございます。

９９ページ、学校給食費は、職員４名分の人件費等でございまして、１００ページ、

１５節の工事請負費はトイレ改修工事等でございます。

１０１ページ、公債費は、元金で長期債元金償還金は１０億１，０９２万９，０００

円、利子は１億３，４９０万３，０００円で、一時借入金利子は１２９万５，０００円

としております。

１０３ページから１０８ページまでは、給与費明細書を添付しております。

１０９ページは、債務負担行為の調書をつけております。下に現在継続中の過年度分

を記載しております。

１１０ページは、地方債の現在高の調書で、合計額は、２５年度末の予定が９９億８，

３６０万５，０００円で、今年度借り入れる額は１４億３，３５０万円、返済見込みが

１０億１，１８９万８，０００円で、２６年度末の予定は１０４億５２０万７，０００

円の予定でございます。まちづくり基金積み立て事業や、寺前小学校大規模改造、住宅

建設等の事業があったことや、入札不調となった２４年度繰り越し事業を今年度に再度

予算化したため、平成２６年度の起債額が多くなりました。

簡単でございますが、以上で説明を終わります。御審議をよろしくお願いします。

○議長（安部 重助君） 以上で第２６号議案の提案説明が終わりました。

なお、説明資料も添付していただいておりますので、また参考にしていただきたいと

思います。

次に、第２７号議案、平成２６年度神河町介護療育支援事業特別会計予算について、

提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第２７号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま
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す。

本議案は、平成２６年度神河町介護療育支援事業特別会計予算でございます。

本会計につきましては、神崎郡３町と姫路市で児童に対する療育事業や福祉介護スタ

ッフ研修、支援事業等を共同設置して運営しております。

予算の内容につきましては、歳入では、ケアステーションの負担金、一般会計繰入金、

受託及び事業収入を予定し、歳出では、１０名の給与費と経常経費、そして起債償還分

としての一般会計繰出金が主なものであります。これらによりまして、歳入歳出予算の

総額は、歳入歳出それぞれ５，６３４万９，０００円とするものでございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、病院総務課副課長から説明させますので、よろしく御審議をお願

いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

病院総務課副課長。

○病院総務課副課長（藤原 秀明君） 病院の藤原でございます。それでは、詳細説明を

させていただきます。

事項別明細書で説明をさせていただきますので、４ページをお願いいたします。歳入

では、第１款第１項１目負担金のケアステーション負担金は、市川町、福崎町、姫路市

の負担分でございまして、２，８６５万９，０００円。

第２款第１項１目一般会計繰入金は、同様に神河町の負担分で１，０２１万６，００

０円でございます。２目の老人訪問看護事業特別会計繰入金の１００万円は、訪問看護

ステーションの事務所が同居しているための負担分でございます。

５ページでございます。第４款第１項１目障害児通園事業収入１，０６０万８，００

０円は、児童福祉法に基づく報酬分でございます。２６年度に利用される児童を年間延

べ２，０８３人と見込んでおります。２目障害児相談支援事業収入は、今年度から始ま

ったものでございまして、９７人のサービス利用計画の作成を予定しておりまして、２

１７万６，０００円を見込んでおります。

第２項１目受託事業収入は、介護保険の介護予防事業の受託分で、７９万８，０００

円を見ております。

第３項１目利用者負担金は、障害児通園事業の利用者個人の１割負担分でございます。

６ページをお願いいたします。６ページの第４項雑入の１目雑入につきましては、研

修参加費としての資料代の９万３，０００円と、町有自動車損害保険受入金２０万８，

０００円でございます。

歳出でございます。７ページでございます。業務費４，７７７万６，０００円のうち、

主なものは人件費で、介護療育事業スタッフの正職員４名、嘱託⋞非常勤職員３名、非

常勤運転員３名の計１０名が担当をいたしております。８節の報償費につきましては、

公開講座など３回を予定しておりまして、その講師謝礼でございます。８ページをお願
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いいたします。主なもののみでございますが、１８節備品購入費につきましては、療育

用のテーブル、椅子の購入を予定しております。

９ページの第３款第１項１目一般会計繰出金６３８万８，０００円は、建設費の償還

金分を一般会計に繰り出しをいたしております。

１０ページ以降は、給与費明細書を添付させていただいております。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第２７号議案の提案説明が終わりました。

次に、第２８号議案、平成２６年度神河町国民健康保険事業特別会計予算について、

提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第２８号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２６年度神河町国民健康保険事業特別会計予算でございます。

平成２６年度の予算編成に当たりまして、まずは近年の動きから述べさせていただき

ます。

医療費のうち、保険者である町が負担する療養給付費は、平成１９年８月から２１年

１０月にかけて高騰し、同年１１月から下降し始め、平成２２、２３年度では大きな変

動もなく減ってきており、平準化しておりました。しかし、平成２４年度に入ってから、

月額６，５００万円から７，０００万の高どまりで推移し、平成２４年度の被保険者１

人当たり医療費は、県下４１市町のうち高い順から６番目となっていました。

平成２５年度においては、健診受診率向上策として、未受診者へのはがきや電話によ

る受診勧奨を強化しておりまして、平成２４年度との比較では下降、平準化の傾向が見

られるわけですが、平成２２、２３年度との比較では高い値にあります。健診の受診者

は、未受診者より医療費が低いことはデータとして明確に実証されていることから、生

活習慣病等の早期の発見と対策が有効であることを強く周知する必要があると考えてお

り、具体的に健診の特定年齢に対する無料クーポン券の配布や、人間ドック事業の助成

額の増額を予定しております。

さて、歳入では、歳出に伴います国県補助金や各種交付金を見積もり、一般会計から

の法定内繰り入れを計上した上で、不足額について国保税に求める予算を積算していま

す。その中でも金額が大きく変動したのが、前期高齢者交付金であります。平成２５年

度決算見込みにおきまして、前期高齢者交付金の精算分等の不足額３，６５７万１，０

００円を財政調整基金で充当する予定です。逆に２６年度予算では、前期高齢者交付金

が２５年度比較で９，９６７万３，０００円増加することに伴いまして、国保税の予算

額が逆に大きく減るなど、国保財政の不安定さの要因にもなっている状況であります。

一方、歳出では、医療費の動向をつかむことは難しいですが、基本的に過去４年間の

医療費の推移を勘案し、積算をしております。また、後期高齢者支援金等では、支払い
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基金から示されているシミュレーションに基づき計上しています。

以上のことを踏まえながら、歳入歳出合計１２億８，１２９万９，０００円、前年比

５．１％減の平成２６年度神河町国民健康保険事業特別会計予算とするものであります。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、住民生活課長から説明いたしますので、よろしく御審議をお願い

いたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

住民生活課長。

○住民生活課長（足立 和裕君） 住民生活課、足立でございます。それでは、詳細説明

をさせていただきます。

予算事項別明細書７ページをごらんください。収入の部ですが、構成比欄をごらんい

ただきますと、国民健康保険税、国庫支出金、療養給付費交付金、前期高齢者交付金、

県支出金、共同事業交付金、以上６項目で９５．５％を占めております。

８ページをごらんください。歳出の部では、構成比が保険給付費で６８．４％と高く、

後期高齢者支援金等、介護給付金、共同事業拠出金、以上の４項目で９７％を占めるも

のでございます。

それでは、９ページ以降で主なものを説明させていただきます。収入の部。１款国民

健康保険税は、原則的には歳入総額から国、県等の補助金等収入額を引いた額を賄うも

のでございます。１目、一般被保険者分が２億５，７２８万円、２目、退職分が３，２

３７万４，０００円で、合計２億８，９６５万４，０００円を計上しております。昨年

との比較で１億４９８万８，０００円の減額となっております。内訳としましては、一

般、退職の合計で、説明欄中の医療給付費は、税全体に占める割合が約６４％、後期高

齢支援分は約２４％、介護分が１２％となっております。

３款の国庫支出金、１項国庫負担金の合計が１億９，１５３万２，０００円で、１目

療養給付費等負担金は、一般被保険者に係る療養給付費療養費、高額療養費及び後期高

齢者支援分、介護納付分に対し、保険者負担分の３２％相当が交付されるもので、１億

８，２６９万９，０００円でございます。２目高額医療費共同事業負担金は、歳出の高

額医療費共同事業拠出金の４分の１相当が交付されるもので、７２７万４，０００円で

ございます。３目の特定健診等負担金は、４０から７５歳未満の方の特定健診⋞特定保

健指導事業費の３分の１が交付されるもので、１５５万９，０００円でございます。

１０ページをお願いいたします。２項国庫補助金の１目財政調整交付金は、一般被保

険者に係る療養給付費療養費、高額療養費及び後期高齢者支援分等の９％相当額が交付

されるので、５，３９８万７，０００円。

４款療養給付費交付金は、国庫負担金の対象外である退職者分に対しまして、退職者

に係る歳出経費から保険税を控除した額が社保支払い基金から交付されるもので、１億

３８８万９，０００円を計上しております。
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５款の前期高齢者交付金は、６５歳以上７５歳未満の方の保険加入率、医療費等によ

り算出をされ、社保支払い基金から交付されるものでございまして、３億５，９６６万

４，０００円を計上しており、前年度比で９，９６７万円の増となっております。これ

は、２６年度単年で見ますと１億円近い増額でございますけれども、２６年度に概算交

付され、２年後の２８年度に精算することになります。医療費が高騰した２４年度の確

定額でも３億２，０００万でございますので、２４年度概算交付額とは約４，０００万

の差額がございます。２６年度の医療費が幸いにも低くなった場合には、この差額がよ

り大きくなることが想定をされるわけでございます。そのようなことから、２６年度に

おきましてそれを見越した決算が必要であるという認識を持っております。

６款の県支出金の１項県負担金、１目高額医療費共同事業負担金は、国庫支出金の１

項２目と同じく、歳出の高額医療費共同事業負担金の４分の１相当が交付されるもので、

７２７万４，０００円、２目特定健診等負担金も、国庫支出金の１項３目と同じく、４

０から７５歳未満の方の特定健診⋞保健指導事業の３分の１が交付されるもので、１５

５万９，０００円を計上しております。

２項県補助金の１目財政調整交付金の説明欄の普通調整交付金の内容は、国庫支出金

の財政調整交付金と同様で、対象経費の６％相当が交付されるもので、３，４２５万５，

０００円でございます。特別調整交付金は、町ぐるみ健診やがん検診などの事業に対し

交付されるもので、４，８４８万６，０００円でございます。２目国民健康保険育成指

導補助金は、算定方法が示されていないことから、２５年度の見込み額と同額の１３３

万円を計上しております。

７款の共同事業交付金の説明欄の高額医療費共同事業分は、８０万円以上の医療費に

対する国保連からの交付金で、歳出の高額医療費共同事業拠出金の２分の１相当の１，

４５４万８，０００円、その下の段にございます保険財政共同安定化事業分は、３０万

円から８０万円未満の医療費に対するもので、歳出の同事業拠出金と同額の１億１，７

３５万円を計上しております。

次に、１１ページをお願いいたします。１１款の１目第三者納付金は、被保険者の交

通事故等の医療費を国保会計で立てかえる場合の戻り分として科目設定、２目返納金は、

無資格者の不正利得返納分として科目設定、３目雑入は、１人当たり１，０００円の特

定健診実費徴収料７０万、７０歳以上の負担の本来２割を１割に軽減している中の療養

費、つまり現金支給の町負担分を指定公費負担金として６万円を計上しております。雑

入１，０００円を計上をしております。なお、健診の実費徴収額が昨年の１００万から

７０万へ減額している件でございますけれども、本年度から特定年齢の年齢者の無料化

を実施するための関係でございます。

次に、１４ページをお願いいたします。２款保険給付費、１項療養諸費には、療養給

付費と療養費があります。療養給付費は現物支給とも言われ、保険者である町が医療機

関に医療費の保険者負担分７割などを支払いするものでございます。療養費は、現金給
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付とも言われ、被保険者が全額を支払いし、後で保険者負担分を現金で支給するもので

ございます。この２つは国保事業制度の本体をなすもので、一般被保険者と退職被保険

者に分けて運営することになっております。本年度予算におきましては、過去４年間、

２２年度から２５年度の医療費の伸びに応じた額をそれぞれ積算し、記載の額を計上を

しております。

次に、１６ページをお願いをいたします。３款の後期高齢者支援金等は、厚生労働省

の基準数値をもとに積算しており、１億５，４３９万３，０００円と事務経費１万２，

０００円の合計１億５，４４０万５，０００円でございます。

６款の介護納付金も、社保支払い基金と厚労省の基礎数値により６，６３７万９，０

００円を計上しております。

次に、１７ページをお願いいたします。７款共同事業拠出金、１目高額医療費拠出金

は、国保連による高額医療費共同事業に対する拠出金で、８０万円を超える医療費の一

部が補填される再保険の掛金的な性格がございます。国保連から通知がありました２，

９０９万６，０００円を計上しております。２目保険財政共同安定化事業拠出金は、１

目と同じですが、医療費が３０万円以上８０万円未満が対象となり、１億１，７３５万

円を計上しております。７款の合計が１億４，６４４万６，０００円となります。

以上等で歳出の合計が１２億８，１２１万９，０００円でございます。

１９ページ以降には、給与費明細を添付しております。

なお、財政調整基金でございますけれども、国保の予算説明資料１ページに記載をし

ておりますけれども、２５年度の今回の補正で３，６５７万１，０００円の歳入に投入

した結果、６，６７２万９，０００円と２６年度の予算、歳出の基金積立金２３万８，

０００円を合計しますと６，６８５万２，０００円となります。

詳細説明は以上でございます。

○議長（安部 重助君） 以上で第２８号議案の提案説明が終わりました。

次に、第２９号議案、平成２６年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算について、

提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第２９号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２６年度神河町後期高齢者医療事業特別会計予算でございます。

本事業は、医療保険料を年金から徴収する特別徴収と納付書により徴収する普通徴収

で受け入れ、広域連合へ負担金として支出することが基本的な内容でございます。

主な内容は、歳入では、医療保険料１億２，７７８万８，０００円、一般会計繰入金

４，８８８万４，０００円などを計上しております。歳出では、一般管理費７９０万１，

０００円、後期高齢者医療広域連合納付金１億６，８７７万５，０００円などを計上し

ております。これらによりまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億７，６
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７７万７，０００円とするものでございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、住民生活課長から説明しますので、よろしく御審議をお願いいた

します。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

住民生活課長。

○住民生活課長（足立 和裕君） 住民生活課、足立でございます。それでは、詳細説明

をさせていただきます。

最初に、保険料についてでございますけれども、均等割額と所得割率から構成され、

２年ごとに見直しをされます。２６年度は改正のある年度でございます。保険料の改正

につきましては、本年２月２７日開催の広域連合議会で原案可決をされております。改

正額は、均等割額が２４年、２５年度分の年間の４万６，００３円から、２６年、２７

年度分は３．５％アップしまして、年間のアップ額が１，６００円の年間額４万７，６

０３円となります。所得割率が同じく９．１４％から０．５６％アップの９．７０％と

なります。

ここで、広域連合のほうから参っております資料で、県下の医療費等の推移を数字で、

パーセントでお知らせをしたいと思います。数字は県全体の数字でございます。２１年

度から２５年度の５年間の動きでございます。医療給付費につきましては、２１年度約

４，８００億が、２５年度では６，０１１億ということで、２３％のアップを見ており

ます。被保険者数につきましては、２１年度５８万から２５年度が６６万人、１３％の

アップを見ております。１人当たり医療給付費につきましては、２１年度８４万から２

５年度が９１万、９％のアップとなってございます。

今回この改正で具体的にどれほどの負担増になるかについて申し上げたいと思います。

均等割、所得割ごとに所得等に応じた軽減措置がございますので、前提条件をつけた例

で申し上げたいと思います。２人暮らし世帯で、御主人が厚生年金年間約２００万を給

付をされておりまして、均等割で２割軽減措置、所得割で５割軽減のケースで、税額が

年間２，６００円の増となります。また、この御主人の奥さんが基礎年金年間約８０万

円受給者で、軽減措置が均等割２割軽減、所得割がかかりませんので、税額で年間約１，

３００円の増となります。このモデル世帯でいいますと、年間約３，９００円の増額と

なります。

それでは、予算事項別明細書６ページから御説明をさせていただきます。収入の部。

後期高齢者医療保険料は、広域連合により提示された賦課総額見込み額から軽減分を差

し引いた額に特別徴収及び普通徴収それぞれに収納率と割合を掛けております。収納率

は、特別徴収が１００％、普通徴収が２４年度実績の９７．５８％、割合は、特別徴収

が約８０％、普通徴収約２０％でございます。普通徴収の過年度分は、２５年度滞納見

込み額に収納率を掛けております。保険料の合計が１億２，７７８万８，０００円でご
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ざいます。

２款使用料及び手数料は科目設定でございます。

３款繰入金は、一般会計からの繰入金で、事務費繰り入れは人件費と事務費で７８９

万９，０００円、保険財政繰入金は広域連合から提示の４，０９８万５，０００円でご

ざいます。

４款諸収入の１項延滞金、２項雑入は、科目設定でございます。

同じく３項の１目保険料還付金は、２５年度実績から１０万円、２目還付加算金は科

目設定でございます。

５款繰越金は、前年度繰越金を科目設定をしております。

歳出の部。７ページをごらんください。１款総務費の１目一般管理費では、職員１名

の人件費と事務経費で７８９万９，０００円。

２款、広域連合納付金は、広域連合からの提示額でありまして、内容は、説明欄の保

険料等負担金１億２，７４４万７，０００円、保険基盤安定制度負担金４，０９８万５，

０００円、過年度分保険料等負担金３４万３，０００円で、合計が１億６，８７７万５，

０００円でございます。

３款諸支出金の保険料還付金は、２５年度実績から１０万、還付加算金は科目設定を

しております。

歳出の合計が１億７，６７７万７，０００円でございます。

以上、詳細説明とさせていただきます。

○議長（安部 重助君） 以上で第２９号議案の提案説明が終わりました。

ここで、住民生活課長にお願いしておきますけれども、先ほど説明されました基礎資

料ですか、になる資料説明がございました。その資料をこの定例会の期間中に配付お願

いします。

ここで暫時休憩を行います。再開を１０時２０分といたします。

午前１０時０３分休憩

午前１０時２０分再開

○議長（安部 重助君） 休憩を解き会議を再開いたします。

先ほど第２９号議案についての資料提供ということでございますけれども、早速住民

生活課長のほうから配付していただいておりますので、参考にしていただきたいと思い

ます。

それと、日程に入る前に、先ほどの財政特命参事の一般会計につきましての説明の中

で、若干訂正があるということでございますので、ここで許可いたします。

特命参事。

○総務課参事兼財政特命参事（太田 俊幸君） 総務課、太田です。一般会計予算で読み

間違いをしておりましたので、訂正します。

－９９－



２０ページ、臨時特別対策事業補助金を１８０万円と申しましたが、１８万円の誤り

でございます。

６１ページ……（発言する者あり）

まず、２０ページの１５款２項の２目１節でございます。その中の下から３つ目、臨

時特別対策事業補助金、これを１８０万と申しましたが、１８万の誤りでございます。

いずれも予算書が合っております。

次に、６１ページをお願いします。農業委員会費で、農業委員２２名と申しましたが、

２１名の誤りでございます。

６９ページ、商工振興費の一番上、職員２名分と申しましたが、３名分の誤りでござ

います。以上でございます。

○議長（安部 重助君） 以上、訂正がございましたので、御了承願います。

次に、第３０号議案、平成２６年度神河町介護保険事業特別会計予算について、提出

者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３０号議案の提案の理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、平成２６年度神河町介護保険事業特別会計予算でございます。

予算の内容につきましては、歳入では、介護保険料２億８４９万８，０００円、国庫

支出金２億９，７２２万円、支払基金交付金３億２，９２９万７，０００円、県支出金

１億６，６５２万３，０００円、繰入金２億２，９９９万３，０００円などを計上して

おります。歳出では、事務費に係る総務費は８，４４９万７，０００円、介護サービス

等に係る保険給付費は１１億２，９０４万１，０００円、地域支援事業費は３，９６４

万９，０００円などを計上しております。これらにより、歳入歳出予算の総額は１２億

５，４３０万２，０００円、対前年度比９．１％の増とするものでございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、健康福祉課長から説明いたしますので、よろしく御審議をお願い

いたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

健康福祉課長。

○健康福祉課長兼地域局長（佐古 正雄君） 健康福祉課、佐古でございます。第３０号

議案の詳細について御説明申し上げます。

まず、介護保険制度は、介護を社会全体で支え合う制度でございます。その中の介護

サービス給付費の内訳につきましては、介護保険料で５０％、公費で５０％となってご

ざいます。その公費５０％の負担割合としまして、国が２５％、県が１２．５％、町が

１２．５％でございます。

次に、介護保険料につきましては、平成２４年度から第５期介護保険事業計画に基づ
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き、本年度が最終年度になるわけではございますが、基準保険料額は月額で４，５６０

円となってございます。

以下、事項別明細書で説明させていただきますので、９ページをごらんいただきたい

と思います。歳入でございます。１款介護保険料２億８４９万８，０００円、対前年度

比１０２．６％、現年度分で特別徴収が３，６３３名の９４．４％、普通徴収が２１６

名分の５．６％となってございます。

２款分担金及び負担金１，６１５万７，０００円、郡介護認定審査会共同設置負担金

でございまして、市川町、福崎町の負担金でございます。

４款１項国庫負担金２億５５８万１，０００円は、介護サービス給付費の居宅サービ

ス費用と審査支払手数料の合計額７億２，４４７万９，０００円に対する２０％と、施

設サービス費用額４億４５６万２，０００円に対する１５％分と過年度分を計上してお

ります。

２項１目調整交付金は、介護給付額の５％で計算されますが、高齢化率、被保険者の

所得水準等で変動いたしております。本町におきましては、高齢化率が高いため６．８

％で計算し、過年分と合わせまして７，６７７万５，０００円を計上いたしております。

２目地域支援事業交付金、介護予防事業分は、介護予防事業費の６４６万２，０００円

に対する補助金で、補助率２５％と過年度分を合わせて１６１万６，０００円を計上し

ております。３目地域支援事業交付金、包括的支援事業⋞任意事業分につきましては、

事業費の２，２０５万５，０００円に対する補助金で、補助率３９．５％と過年度分を

合わせ８７１万２，０００円を計上いたしております。１０ページをお願いいたします。

４目事業費補助金４５３万６，０００円は、法改正システム改修費の補助金でございま

して、補助率５０％で計上いたしております。

５款１目介護給付費交付金３億２，７４２万２，０００円は、介護給付費と審査支払

手数料の合計額１１億２，９０４万１，０００円の２９％を計上いたしております。２

目地域支援事業交付金１８７万５，０００円は、介護予防事業費の６４６万２，０００

円の２９％を計上いたしております。

６款１項県負担金１億６，１３５万９，０００円は、居宅サービス費用と審査支払手

数料の合計額７億２，４４７万９，０００円に対する１２．５％と、施設サービス費用

額４億４５６万２，０００円に対する１７．５％分と過年度分を計上いたしております。

２項１目地域支援事業交付金（介護予防事業分）は、介護予防事業費の６４６万２，

０００円に対する補助金で、補助率１２．５％と過年度分を合わせ８０万８，０００円

を計上いたしております。２目地域支援事業交付金（包括的支援事業⋞任意事業分）は、

事業費の２，２０５万５，０００円に対する補助金で、補助率１９．７５％と過年度分

を合わせ、４３５万６，０００円を計上いたしております。

７款財産収入５万９，０００円は、介護給付費準備基金の預金利子でございます。

１１ページをお願いいたします。８款１項１目介護給付費繰入金１億４，１１３万円
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は、介護給付費と審査支払手数料の合計額１１億２，９０４万１，０００円の１２．５

％を計上しております。２目一般会計繰入金は、資格管理等に係る職員の給与費等繰入

金４，０８９万２，０００円、郡認定審査会に係る神河町負担分７３２万１，０００円、

その他事務費に係る繰入金１，５５３万１，０００円、介護予防事業費に係る町負担率

１２．５％相当額８０万８，０００円、包括的支援事業に対する町負担率１９．７５％

の額及び町繰入金９７４万７，０００円の合計７，４２９万９，０００円を計上いたし

ております。

２項基金繰入金１，４５６万４，０００円は、介護保険料等で補えない額として計上

をいたしております。

９款繰越金は、前年度からの繰り越し予定額を計上させていただいております。

１０款１項延滞金、加算及び過料は、科目設定をしております。

２項１目雑入の返納金は科目設定で、ケアプラン作成料５７３万５，０００円は、包

括支援センターが直接作成したもの及び訪問調査受託事業収入４，０００円等を計上し

ております。

１３ページをお願いいたします。歳出でございます。１款１項１目資格業務管理費２，

６７１万円は、資格業務等に携わる職員２名分の人件費並びに法改正システム改修に係

る経費等を計上しております。２目サービス業務管理費２，５５８万４，０００円は、

介護保険サービス及び認定調査業務に携わる職員２名及び嘱託職員２名の人件費が主た

るものでございます。

１４ページをお願いいたします。２項１目賦課徴収費３１万９，０００円は、介護保

険料の賦課徴収に係る経費を計上しております。

３項１目介護認定審査会費２，４０１万８，０００円は、神崎郡共同で行っています

介護認定調査会に係る経費で、審査会委員１５名の報酬、費用弁償と、審査会業務に携

わる嘱託職員２名の人件費及びコンピューター保守費用等を計上しております。

１５ページをお願いいたします。４項１目認定調査等費４５２万７，０００円は、被

保険者の認定調査に係る経費で、主治医の意見書料が主なものでございます。

５項１目運営協議会費３２３万４，０００円は、平成２７年度から始まります第６期

介護保険事業計画策定に係る経費及び運営協議会に係る経費を計上しております。

１５ページから１６ページをお願いいたします。２款１項１目介護サービス給付費等

諸費１１億２，８１４万１，０００円、前年度当初比で７．９９％の伸びで、居宅介護

サービス給付費等で７億２，４４７万９，０００円、施設介護サービス給付費等で４億

４５６万２，０００円を計上いたしております。

２項１目審査支払手数料９０万円は、介護給付費の審査支払手数料でございます。

１７ページをお願いいたします。３款１項１目介護予防事業費１，０６７万３，００

０円は、介護予防事業で、要介護状態になるおそれの高い状態にあると認められる６５

歳以上の方を対象に、要介護になることを防ぐことを目的として実施する事業でござい
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まして、今年度は新たに福本区をモデル区として、介護予防、高齢者に限らず、若い世

代、年齢関係なく必要であることを講話と実技により意識づけるということで、事業に

取り組みをいたします。また、これまで取り組んでいますこつこつ貯筋教室、地区巡回

健康教室も継続実施をします。そういった経費及び保健師１名の人件費を計上いたして

おります。

２項１目介護予防ケアマネジメント事業費２，６６６万２，０００円は、地域包括支

援センターの運営、福祉相談など、介護予防のケアプラン作成に係る事業費でございま

して、保健師２名、社会福祉士１名の人件費、介護予防サービス計画作成委託料などを

計上いたしております。

１８ページをお願いいたします。２目認知症高齢者見守り事業費１７７万１，０００

円は、タッチパネル健診後に、軽度認知障害のある方に対し、フォローも含め、予防教

室、今現在ほがらか教室と呼んでおりますが、そういった開催、認知症講演会の開催等

の経費を計上いたしております。３目権利擁護事業費５４万３，０００円は、認知症な

どで判断能力が不十分な方の財産、権利を保護し、支援する制度でございまして、申し

立てを行える親族がおられない場合、首長が行うこととなります。その費用を計上して

おります。

４款財政安定化基金拠出金は、科目設定をしております。

１９ページをお願いいたします。５款諸支出金は、介護保険料の還付金、国県負担金

等償還金及び一般会計への繰り出しを計上しております。

６款基金費５万９，０００円は、介護給付費準備基金、現在高６，１２５万６，３１

３円の預金利子を計上いたしております。

７款は、予備費でございます。

２０ページ以降に給与費明細書を添付させていただいております。あわせまして予算

説明資料のほうにも内容等について添付をさせていただいております。

以上で説明を終わらせていただきます。

○議長（安部 重助君） 以上で第３０号議案の提案説明が終わりました。

次に、第３１号議案、平成２６年度神河町土地開発事業特別会計予算について、提出

者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３１号議案の提案の理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、平成２６年度神河町土地開発事業特別会計予算でございます。

予算の内容としましては、歳入では、土地売払収入で６，４３６万１，０００円、雑

収入で４５０万円、繰越金で９３８万８，０００円を見込んでおります。また、歳出で

は、貝野宅地造成事業費で４，２０９万３，０００円、寺前住宅造成事業費で１，００

０円の科目設定、カクレ畑多自然居住推進事業費で２，７７３万２，０００円、予備費
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に８４２万３，０００円をそれぞれ計上しております。これらにより、歳入歳出予算の

総額は、歳入歳出それぞれ７，８２４万９，０００円の予算とするものでございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、地域振興課長から説明しますので、よろしく御審議をお願いいた

します。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

地域振興課長。

○地域振興課長（野村 浩平君） 地域振興課の野村でございます。それでは、平成２６

年度神河町土地開発事業特別会計の歳入歳出予算について御説明申し上げます。

４ページをごらんください。まず、歳入でございますが、１款財産収入、１項財産売

払収入、１目土地売払収入を６，４３６万１，０００円としております。内訳としまし

て、貝野住宅、しんこうタウン第３期の売払収入として５区画分、約１，０４３平方メ

ートルの販売を予定しておりまして、３，８５９万１，０００円を計上いたしておりま

す。また、秋桜たうんの定期借地権を買い取られる場合等のために１，０００円の科目

設定をしております。カクレ畑ログハウス村につきましては、売払収入を２，５７６万

９，０００円予定しておりまして、内訳としましては、１５区画の分譲地の売払収入２，

５４１万円と、クラインガルテンカクレ畑の賃貸分の土地代の分割払いが３５万９，０

００円であります。

次に、２款諸収入１項雑入、１目雑入で、カクレ畑入居者負担金として、１５区画の

分譲地分の水道施設整備負担金として４５０万円を計上しております。

次に、３款繰越金、１項繰越金、１目繰越金でありますが、前年度繰越金として９３

８万８，０００円を計上しております。内訳は、カクレ畑多自然居住推進事業の前年度

繰越金が５３万９，０００円、貝野住宅造成事業費の前年度繰越金が８８４万９，００

０円であります。

以上、歳入合計が７，８２４万９，０００円となっております。

次に、歳出でありますが、１款土木費、１項住宅費、１目貝野宅地造成事業費でござ

います。職員の時間外手当１５万円、旅費４万円、需用費５２万４，０００円で、印刷

製本費として販売用チラシの作成費用を計上しております。役務費としまして９１万９，

０００円で、旧神崎郡内と朝来市の一部へ７万７，８５５部の新聞折り込みを予定して

おります２５万３，０００円と、新聞等への広告料６１万６，０００円を計上しており

ます。委託料の１５３万９，０００円は、町有地の草刈り等の管理委託料と、県宅建協

会と全日本不動産協会への分譲地販売５区画分の３％の土地あっせん委託料でございま

す。通行料等の使用料及び賃借料で３万円、備品購入の３０万円はごみステーション１

基の購入を予定しております。繰出金としましては、分譲地５区画分の土地売払収入の

全額を一般会計へ繰り出しする予定でありまして、土地売払収入と同額の３，８５９万

１，０００円を計上しております。２目寺前宅地造成事業費は、定期借地権の契約用地
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を購入された場合の一般会計繰出金として１，０００円科目設定をしております。３目

カクレ畑多自然居住推進事業費は、分譲業務の委託料としまして２，３１１万１，００

０円、補償、補填及び賠償金で４６２万１，０００円を、大川原区と大川原１組への土

地代金として計上しております。

予備費は、８４２万３，０００円で、カクレ畑多自然居住推進事業の分譲地売払収入

及び賃借料の町配分額２５３万７，０００円と、貝野住宅造成事業の前年度繰越金で５

３４万７，０００円、カクレ畑多自然居住推進事業の前年度繰越金が５３万５，０００

円でございます。

以上で土地開発事業特別会計の御説明を終わらせていただきます。

○議長（安部 重助君） 以上で第３１号議案の提案説明が終わりました。

次に、第３２号議案、平成２６年度神河町老人訪問看護事業特別会計予算について、

提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３２号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２６年度神河町老人訪問看護事業特別会計予算でございます。

本会計は、かんざき訪問看護ステーションを運営する特別会計でございまして、神崎

郡、姫路市香寺町及び朝来市生野町を事業対象区域として、在宅の寝たきり高齢者等に

対し、安心して家庭療養が維持できるようサービスを行うことを目的とする会計でござ

います。

事業収入を見込み、歳出の主なものは、人件費１４名分と訪問看護委託料等を計上い

たしております。これらにより、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１億３３０

万５，０００円とするものでございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、病院総務課副課長から説明いたしますので、よろしく御審議をお

願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

病院総務課副課長。

○病院総務課副課長（藤原 秀明君） 病院の藤原でございます。それでは、第３２号議

案の詳細説明をさせていただきます。

事項別明細書で説明をさせていただきますので、４ページをお願いいたします。４ペ

ージで、歳入としまして、第１款第１項１目の事業収入の医療保険収入では、年間延べ

１，９２０回を見込み１，８１０万３，０００円、介護保険収入では、訪問看護のサー

ビス事業収入で年間延べ５，８００回を見込みまして６，２５７万６，０００円と、ケ

アプランを作成する居宅介護支援事業収入として９００万円を見込んでおります。

続きまして、５ページでございますが、５ページの第５款第１項１目受託事業収入は、
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介護予防受託収入としまして、介護予防のケアプラン作成受託で３３万６，０００円な

どでございます。

第２項１目雑入は、町有自動車損害保険受入金２０万円などでございます。

６ページをお願いいたします。６ページは歳出でございますが、スタッフは、正職員

９名、嘱託職員５名の１４名と委託看護師２名の１６名が担当をしております。業務費

としまして９，８９２万２，０００円でございますが、主なものは人件費となっており

ます。６ページ、７ページのうち、大きなものは、１３節の委託料の訪問看護委託料で

ございまして、ここでは香寺町を委託看護師に委託して事業を行っているものでござい

ます。また、１８節の備品購入費では、訪問看護用車両購入費で、軽自動車１台を購入

する予定でございます。

８ページをお願いいたします。８ページの第４款第１項１目介護療育支援事業特別会

計繰出金の１００万円は、ケアステーションかんざきの建物を訪問看護ステーションが

使っていることによります負担分でございます。

１０ページ以降は、給与費明細書を添付させていただいております。

以上でございます。よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第３２号議案の提案説明が終わりました。

次に、第３３号議案、平成２６年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算について、

提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３３号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２６年度神河町産業廃棄物処理事業特別会計予算でございます。

主な内容は、歳入では建設残土等処分の使用料で９７２万円、これは搬入予定量を６，

０００トンと見込み、計上しております。歳出では、管理業務等に係る委託料４６４万

９，０００円、基金積立金２２３万４，０００円などを計上しております。これらによ

りまして、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ９７３万８，０００円とするもので

ございます。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、住民生活課長から説明いたしますので、よろしく御審議をお願

いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

住民生活課長。

○住民生活課長（足立 和裕君） 住民生活課、足立でございます。それでは、詳細につ

きまして説明をさせていただきます。

予算事項別明細書４ページをごらんください。歳入の部。１款使用料及び手数料は、

搬入見込み量６，０００トンにトン当たり単価１，６２０円を乗じた９７２万円。
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２款財産収入は、財政調整基金の利子見込み額の１万５，０００円。

３款から５款は、記載の内容の科目設定をしております。

歳出の部。５ページをお願いいたします。１款産業廃棄物処理事業は、必要事務経費

等の計上をしております。役務費では、説明欄の最下段にトラックスケール法定検査手

数料８万円を計上しております。これは、２年に１度実施する計量器法定検査料でござ

います。委託料の説明欄の水質検査委託料は、地下水や排水の水質検査分で５９万９，

０００円、管理業務委託料は、搬入土砂等の量と内容をチェックすることを主にするも

ので、１１１万６，０００円でございます。管理委託料は、搬入予定６，０００トンの

押し土作業及びこれに係る回送費６回分を見込むもので、１８３万２，０００円でござ

います。植栽委託料は、保安林復旧計画に従い植栽をいたしましたクリ、コナラの生育

管理としまして、施肥と一部根回りの土の入れかえを予定をしております。積立金は、

積立金を省く収支の差額２２３万４，０００円、公課費は２５年度分の消費税分５０万

でございます。

予備費は、不測の事態に備え、１３０万円を計上をしております。

次に、財政調整基金でございますけれども、２５年度末見込みで５，５４７万２，０

００円でございまして、２６年度予算の歳出、基金積立金の２２３万４，０００円を加

えますと５，７７０万６，０００円となります。

以上が詳細説明とさせていただきます。

○議長（安部 重助君） 以上で第３３号議案の提案説明が終わりました。

次に、第３４号議案、平成２６年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算について、

提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３４号議案の提案の理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、平成２６年度神河町寺前地区振興基金特別会計予算でございます。

予算の内容としましては、各集落への助成金４１１万３，０００円、寺前漁協への補

助金として繰出金２００万円、積立金２，４３４万１，０００円でございます。この積

立金の内訳は、運用収入の４３４万円、一般会計からの繰入金２，０００万円、そして

寺前財産区からの繰入金１，０００円でございます。そして、それらの事務費として４

１万７，０００円でございます。その財源は、振興基金からの繰入金６５３万円、寺前

財産区からの繰入金１，０００円、一般会計からの繰入金２，０００万円と財産運用収

入４３４万円でございます。これらにより、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ

３，０８７万１，０００円とするものでございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第３４号議案の提案説明が終わりました。

次に、第３５号議案、平成２６年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算について、
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提出者の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３５号議案の提案の理由並びに内容について御説明申し上げ

ます。

本議案は、平成２６年度神河町長谷地区振興基金特別会計予算でございます。

予算の内容としましては、長谷漁協への補助金として繰出金３００万円、運用収入の

積立金４３万９，０００円、長谷ふれあいマーケット運営費補助金１，０００円と、そ

の事務費として３１万７，０００円でございます。その財源としましては、振興基金か

らの繰入金３３１万８，０００円と財産運用収入４３万９，０００円でございます。こ

れらにより、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ３７５万７，０００円とするも

のでございます。

以上が提案の理由並びに内容でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第３５号議案の提案説明が終わりました。

次に、第３６号議案、平成２６年度神河町水道事業会計予算について、提出者の説明

を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３６号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２６年度神河町水道事業会計予算でございます。

水道事業におきましては、浄水場等設備の日常運転管理や委託点検を行い、適正な維

持管理に努め、清浄かつ安全で安心な水道水の供給を行っております。

財務状況につきましては、平成２５年度末の累積欠損金を１億３２６万７，０００円

を見込んでおりますが、減価償却費を原資とした内部留保資金を運用いたしまして、資

金不足とならないよう留意しながら事業運営に当たってまいりたいと考えております。

平成２６年度事業につきましては、給水戸数４，９７７戸、年間総給水量１１２万１，

０３６立方メートルを予定しております。建設改良事業では、下田浄水場ＵＦ膜のモジ

ュール更新工事、町道片角線水道管布設替工事を予定しています。

第３条予算の収益的収入支出は、同額の４億１，９１５万６，０００円を計上してお

ります。

第４条予算の資本的収入は７５万円を計上し、支出では１億５，９９０万５，０００

円を予定、不足する額１億５，９１５万５，０００円につきましては、過年度分損益勘

定留保資金で補填することとしております。一般会計からの補助金は、６，７００万円

を予定しております。

以上が提案理由及び内容でございます。

詳細につきまして、上下水道課長から説明しますので、よろしく御審議をお願いいた

します。
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○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

上下水道課長。

○上下水道課長（坂本 康弘君） 上下水道課の坂本です。よろしくお願いいたします。

第３６号議案、平成２６年度水道事業会計予算の主なものにつきまして、詳細説明を

させていただきます。

それでは、１９ページをお願いいたします。予算実施計画説明書で、収益的収入でご

ざいます。１款水道事業収益は４億１，９１５万６，０００円で、１項１目給水収益は、

加入件数４，９７７件で、水道使用料は２億６，６５８万４，０００円を予定しており

ます。２目受託工事収益は３５０万円で、給水工事収益５０万円、修繕工事収益３００

万円で、配水⋞給水修繕工事と消火栓の新設、移設等を計上しております。３目その他

営業収益は１０４万５，０００円で、消火栓使用料４５万７，０００円、新規加入金５

件分４２万円等を計上しております。

２項２目他会計補助金は、一般会計からの補助金６，７００万円。３目、これは、新

会計制度によります長期前受金戻入は、補助金、負担金、受贈財産の減価償却分を収益

化し、７，７３８万８，０００円を計上しております。２０ページの４目雑収益に、共

済金、保険金３５２万１，０００円等を見込んでおります。

２１ページをお願いいたします。収益的支出でございます。１款水道事業費用は、４

億１，９１５万６，０００円で、収入と同額でございます。

１項１目原水及び浄水費は３，４７１万６，０００円で、町内１２カ所の浄水場に係

る維持管理費用でございます。２目配水及び給水費は、２，４６９万１，０００円を見

込んでおりまして、配水池、減圧槽、配水管、給水管等に係る維持管理費用でございま

す。前年度比較で増額となっている主なものは、５節委託料の水道基本計画策定委託と、

配水池の清掃を計上しております。２２ページ、７節の修繕費に越知区の深ダワ護岸工

事関連で水道管の修理工事を計上しております。３目受託工事費は３５０万円で、１節

受託給水工事５０万円、２節受託修繕工事は配水⋞給水管受託修繕１９０万円と消火栓

の移設工事１１０万円を見込んでおります。４目総係費は、６，１８８万７，０００円

を計上しておりまして、職員５名分の人件費４，５４０万８，０００円と、その他事務

管理費としまして１，６４７万９，０００円でございます。前年比較で減額となってい

る主なものは、人件費と委託料でございます。なお、３節の賞与引当金繰入額、６節の

法定福利費引当金繰入額、２３ページの２２節貸倒引当金繰入額は、新会計制度に伴う

計上でございます。続きまして、５目減価償却費は２億１，４０２万円で、建物、構築

物、機械及び装置等の減価償却に充当するものでございまして、新会計制度のフル償却

によりまして前年度よりも増額となっております。

２４ページをお願いいたします。２項営業外費用は５，８８８万５，０００円で、１

目の企業債支払利息４，５２８万５，０００円、２目消費税に１，３５０万円を見込ん

でおります。
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３項特別損失は７７８万１，０００円で、２目過年度損益修正損に１０万円、３目そ

の他特別損失として、事故⋞損害賠償金等２００万円としております。新会計制度によ

ります過年度貸倒引当金２６９万３，０００円、過年度賞与引当金２９８万７，０００

円等を見込んでおります。

４項予備費として１，３６１万６，０００円を計上しております。

２５ページをお願いいたします。資本的収入でございますが、１款１項１目負担金は

７５万円で、新規加入の給水工事負担金としております。

２６ページをお願いいたします。資本的支出でございますが、１款１項１目施設費は

１，５２０万円で、工事請負費として新規加入の給水工事、それと下田浄水場ろ過膜モ

ジュール更新工事等３件を計上しております。２目の固定資産購入費５４万６，０００

円は、工事用作業工具の購入を予定しております。

２項企業債償還金は１億４，４１５万９，０００円を計上しております。

そのほか、８ページから１８ページまでは、新規会計制度によりますキャッシュフロ

ー計算書、それから給与費明細書、予定損益計算書、予定貸借対照表を掲載しておりま

す。

以上で平成２６年度水道事業会計予算の詳細説明を終わります。御審議につきまして

よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第３６号議案の提案説明が終わりました。

次に、第３７号議案、平成２６年度神河町下水道事業会計予算について、提出者の説

明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３７号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２６年度神河町下水道事業会計予算でございます。

町内の水洗化率は９７．５％と高い数字となっており、住民の皆様に快適な生活環境

を提供するとともに、公共用水域の水質保全を図っています。

財務状況につきましては、平成２５年度末の累積欠損金は１４億６，０６３万５，０

００円の見込みとなり、大変高額となっていますが、減価償却費を原資とした内部留保

資金を運用しまして、資金不足に陥らないよう心がけて事業運営を行っております。

平成２６年度事業につきましては、水洗便所設置戸数３，８３３戸、年間処理水量１

３６万立方メートルを見込んでおります。

第３条予算の収益的収入支出は、同額の７億８，７６３万８，０００円を予定してお

ります。

第４条予算の資本的収入は１億３，０３５万円、支出は４億７１１万７，０００円を

予定しております。収入が支出に対して不足する額２億７，６７６万７，０００円は、

過年度分損益勘定留保資金等で補填することとしております。
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資本費平準化債は１億２，９６０万円、一般会計からの補助金は４億円を予定してお

ります。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきまして、上下水道課長から説明いたしますので、よろしく御審議をお願い

いたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

上下水道課長。

○上下水道課長（坂本 康弘君） 上下水道課、坂本でございます。

では、３７号議案、平成２６年度下水道事業会計予算の主なものにつきまして、詳細

説明をさせていただきます。

それでは、１８ページをお願いいたします。予算実施計画説明書で、収益的収入でご

ざいます。１款下水道事業収益は７億８，７６３万８，０００円で、１項１目下水道使

用料は、総件数４，０８０件で２億６８２万４，０００円。２目他会計負担金としまし

て２億５，７３９万２，０００円。その他営業収益としまして１７６万１，０００円、

新規加入金５件分を見込んでおります。

２項２目他会計補助金は、一般会計補助金として１億４，２６０万８，０００円。３

目、これは、新会計制度によります長期前受金戻入が１億７，５９８万５，０００円ご

ざいます。４目、これ３となっております。訂正をお願いいたします。雑入収益では、

共済金⋞保険金３００万円を見込んでおります。

続きまして、１９ページの収益的支出をお願いします。１款下水道事業費用は７億８，

７６３万８，０００円で、収益と同額でございます。

１項１目管渠費は１，４２０万７，０００円で、下水道管及び６８カ所のマンホール

ポンプの維持管理費用で、１節賃金から、２０ページの１０節雑費までを計上しており

ます。続きまして、同じく２０ページと２１ページをお願いいたします。２目処理場費

は１億３，３６７万６，０００円で、１２カ所の処理場の維持管理に当たる費用でござ

います。１節賃金から１２節の雑費までを計上しております。この中で動力費、修繕費、

委託料に前年に比べ増額がございます。続きまして、２２、２３ページをお願いいたし

ます。３目総係費は４，４３８万１，０００円を計上しておりまして、職員４名分の人

件費３，６０１万円と、事務管理費８３７万１，０００円でございます。給与で手当の

１名分が増額となっております。新会計制度によります３節賞与引当金繰入額２０６万

２，０００円、５節の法定福利費引当金繰入額３９万円、２０節の貸倒引当金繰入額５

３万３，０００円を計上しております。４目減価償却費は４億２，７６９万１，０００

円で、建物、構築物、機械及び装置等の減価償却に充当するものでございまして、新改

正制度のフル償却により前年度よりも増額となっております。

２項１目企業債支払利息等で１億４，２７０万９，０００円、２目消費税を８１２万

５，０００円見込んでおります。
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３項特別損失は７５５万２，０００円で、２４ページをお願いいたします。３目その

他特別損失は、事故⋞損害補償金２００万円と、これも新会計制度によります過年度貸

倒引当金２８４万６，０００円と過年度賞与引当金２４０万２，０００円を計上いたし

ております。

４項予備費としまして９１９万６，０００円を計上しております。

２５ページをお願いいたします。資本的収入でございますが、１款資本的収入は１億

３，０３５万円で、１項１目企業債で、資本平準化債の１億２，９６０万円を借り入れ、

計上しております。

３項１目負担金は７５万円で、生活排水施設への新規つなぎ込み工事負担金を計上し

ております。

２６ページ、資本的支出でございます。１款資本的支出は４億７１１万７，０００円

で、１項１目建設改良費の施設費として、新規加入下水道管つなぎ込み工事費に１００

万円、２目固定資産購入費に１４０万円、車両運搬具を計上しております。

２項企業債償還金は４億４７１万７，０００円を計上しております。

そのほか、８ページから１７ページは新会計制度によりますキャッシュフロー計算書

と給与費明細書、予定損益計算書、予定貸借対照表を掲載しております。

以上で２６年度下水道事業会計予算の詳細説明を終わります。御審議につきまして、

よろしくお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第３７号議案の提案説明が終わりました。

次に、第３８号議案、平成２６年度公立神崎総合病院事業会計予算について、提出者

の説明を求めます。

町長。

○町長（山名 宗悟君） 第３８号議案の提案理由並びに内容について御説明申し上げま

す。

本議案は、平成２６年度公立神崎総合病院事業会計予算でございます。

近年、地域住民の医療ニーズの高度化、多様化など、病院を取り巻く環境が大きく変

化する中で、公立病院として地域医療の確保のために重要な役割を果たしていますが、

取り巻く環境は、医療制度改革に加え、診療報酬の改定や深刻な医師不足等により、極

めて厳しい状況にあります。

まず、医師確保につきましては、大阪医科大学から内科医、神経科医を派遣していた

だいていますが、医師臨床研修制度等による大学からの派遣は依然厳しい状況にあり、

医師を初めとするマンパワー不足により、地域住民の皆様に満足いただける休日夜間の

診療体制がとれない状況であることから、内科医師等の確保が急務となっています。大

阪医科大学、神戸大学には、引き続き医師の派遣を積極的にお願いしてまいります。

そのような中で、当病院では、従前からの病院の体質強化を図り、いかなる環境下に

置かれても存続できるよう中期経営計画を立案し、実践しております。一昨年にスター
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トした第６次中期経営計画の３年目の今年度は、ＤＰＣ、診断群分類包括評価係数の増

加対策や、診療報酬の施設基準取得などによる増収対策に努めるとともに、部署ごとの

業務量と人員数、収入と費用の分析等による目標設定を置いて、経営の健全化、安定化

を目指していきます。

そこで、平成２６年度予算では、病床数１５５床、年間患者数は、入院で４万３，６

１７人、外来では年間１２万８，３１９人を予定いたしております。

第３条予算では、収益的収入及び支出の総額を３３億９，７７０万４，０００円と定

め、第４条予算では、資本的支出３億３，２７５万２，０００円を予定し、資本的収入

は１億２，５００万円で、この不足する額２億７７５万２，０００円は、損益勘定留保

資金で補填することといたしております。

公立神崎総合病院は、「ハートのふれあう地域医療をめざして」をテーマとして、新

たな挑戦の基礎となる重要な年であることを十分に認識しながら、職員一丸となって頑

張ってまいります。

以上が提案理由並びに内容でございます。

詳細につきましては、病院総務課副課長から御説明いたしますので、よろしく御審議

をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 詳細説明を求めます。

病院総務課副課長。

○病院総務課副課長（藤原 秀明君） 病院の藤原でございます。それでは、詳細説明を

させていただきます。

実施計画説明書で説明をさせていただきますので、２７ページをお願いいたします。

収益的収入及び支出の収入でございまして、１款病院事業収益の１項医業収益で３０億

７，１３９万７，０００円、うち入院収益で１７億２，６０９万９，０００円、外来収

益で１１億１，０２３万円、大畑診療所収益で１１０万１，０００円でございます。そ

の他医業収益は２億３，３９６万７，０００円で、室料差額収益、人間ドック、健診、

予防接種等保健事業の公衆衛生活動収益でございます。

２８ページをお願いいたします。２項医業外収益で３億２，６３０万７，０００円、

うち１目の負担金交付金３億１，０００万円につきましては、一般会計からの繰り入れ

でございます。２目補助金は、産科医等育成⋞確保支援事業などの県補助金でございま

す。患者外給食収益が１８６万円、長期前受金戻入につきましては、水道会計、下水道

会計も同様でございまして、地方公営企業改正制度の改正に伴ってできた科目でござい

ます。その他医業外収益１，１６８万５，０００円でございます。

次に、２９ページでございます。２９ページは支出でございまして、病院事業費用全

体で３３億９，７７０万４，０００円で、１項医業費用３２億８００万９，０００円で、

うち１目の給与費は２２億２，７７３万２，０００円で、医業費用の約６９％を占めて

おり、医師給から３３ページの法定福利費までを計上いたしております。飛びますが、
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３３ページをお願いいたします。３３ページの材料費４億６５３万３，０００円につき

ましては、薬品費、診療材料費、給食材料費、医療消耗備品費でございます。３４ペー

ジでございます。３４ページの経費につきましては３億８，１７４万５，０００円で、

報償費から雑費まででございます。中では、３５ページの１４節委託料が大きく、１億

４，７３２万４，０００円で、各種業務を委託しているところでございます。続きまし

て、３７ページでございますが、交際費３００万円、減価償却費１億６，４４２万円で、

これらにつきましては、本館等の建物、構築物、医療器械備品の減価償却費でございま

す。３８ページでございます。資産減耗費は５００万円を予定し、研究研修費の１，６

１３万１，０００円は、講師謝金、図書費、研修旅費、研究雑費でございます。大畑診

療所費用は３４４万８，０００円で、医師給から需用費までを計上いたしております。

２項の医業外費用は６，８０５万円、うち１目支払利息及び企業債取扱諸費の企業債

取扱利息は３，９９１万８，０００円、一時借入金利息５００万円を予定をいたしてお

ります。２目長期前払金償却４３５万２，０００円は、２５年度までは繰延勘定償却と

言っておりましたもので、控除対象外の消費税で、このたびの会計制度の変更に伴って

科目名が変わったものでございます。３目患者外給食材料費７８万円、４目消費税１，

０００万円でございます。５目雑支出は、大阪医科大学５０周年記念事業への寄附１０

０万円と、兵庫県が大阪医科大学へ寄附講座を行っており、その協力金として６００万

円を予定をいたしております。

３項特別損失では、新しく賞与引当金制度ができたために、旧制度では引き当てをし

ておりませんので、繰入額を特別損失といたしております。過年度貸倒引当金につきま

しても同様に会計制度の変更によるものでございます。

次に、４０ページでございます。４０ページの資本的収入及び支出の収入でございま

すが、企業債７，５００万円は、医療機器購入分でございます。

出資金は、他会計負担金５，０００万円で、一般会計からの出資金で、昨年度は他会

計負担金で受け入れをしておりましたが、今年度から他会計出資金として受け入れるも

のでございます。

４１ページの資本的支出では、医療器械、備品購入費で７，５００万円でございます。

医療器械の内訳は、予算説明資料のほうに添付をさせていただいておりますが、２５件

を予定しております。

企業債償還金２億５，２３５万２，０００円は、企業債償還元金分でございます。

投資の５４０万円につきましては、医師修学資金貸付金で月額２０万円の１名分と、

看護師修学資金貸付金で月額５万円の５人分を予定しております。

続きまして、４２ページ、４３ページにつきましては、会計制度の変更に伴いまして

注記事項が追加されたものでございます。

以上でございます。よろしく御審議をお願いいたします。

○議長（安部 重助君） 以上で第３８号議案の提案説明が終わりました。
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以上で平成２６年度各会計予算の提案説明が終わりました。

なお、質疑については、第３日目以降に行いますので、御了承願います。

⋞ ⋞

○議長（安部 重助君） 以上で本日の日程は全て終了いたしました。

次の本会議は、あす３月６日午前９時再開といたします。

本日はこれで散会といたします。どうも御苦労さんでした。

午前１１時２９分散会
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